
   （仮称）三木市中小企業振興条例（案） 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、長期にわたる景気の低迷からの脱却に向け、中小企業者

自らの創意工夫及び自主的な努力のもと、国、兵庫県その他の機関（以下「国

等」という。）との連携を図りながら、中小企業者、大企業者、経済団体等、

市民及び市が一体となって、中小企業振興施策を戦略的に推進することによ

り、地域経済の循環を促進し、もって活力ある地域経済の再生を一刻も早く

成し遂げることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第

１項各号に掲げるものであって市内に主たる事務所又は事業所を有するも

のをいう。 

 (2) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業

所を有するものをいう。 

(3) 経済団体等 商工会議所、商工会等の経済団体並びに中小企業の振興

を図ることを目的とする団体及びその連合会であって、市内に事務所を有

するものをいう。 

(4) 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者

をいう。 

 （目標） 

第３条 市の中小企業振興施策は、平成２９年度における市内総生産（その年

度において兵庫県が公表する最新の数値をいう。以下同じ。）を平成２４年度

の市内総生産と比較して５パーセント増加させることを目標とする。 

 （施策） 

第４条 市は、前条の目標を達成するため、次に掲げる施策を実施するものと

する。 

(1) 経営の革新及び経営基盤の強化並びに創業を促進するための施策 

ア 中小企業支援ネットワーク事業 

イ 新産業育成事業 

ウ 地場産業振興事業 

エ 商業振興事業 

(2) 新たな産業を創出するための施策 



ア 新産業育成事業 

イ 観光振興事業 

ウ 農商工連携推進事業 

(3) 技術力、経営力の高度化を促進するための施策 

ア 新製品・新素材開発推進事業 

イ 特許権等取得助成事業 

(4) 市内経済の循環を促進するための施策 

ア 住宅リフォーム支援事業 

イ 企業誘致促進事業 

(5) 社会経済情勢の変化への適応を円滑化するための施策 

  中小企業融資対策事業 

(6) 情報収集及び発信を促進するための施策 

ア 中小企業支援ネットワーク事業 

イ 産業見本市事業 

(7) 雇用の安定及び人材を育成するための施策 

ア 地域職業相談室事業 

イ 勤労者対策事業 

ウ 企業誘致促進事業 

エ ワークライフバランス推進事業 

オ 中小企業人材育成事業 

カ 三木金物後継者育成事業 

（市の責務） 

第５条 市は、前条に規定する施策を社会経済情勢の変化に応じて計画的に実

施するとともに、その実施にあたっては、次に掲げる措置を講ずるものとす

る。 

(1) 施策の実施に要する庁内体制の整備及び財政上の措置に努めること。 

(2) 国等との連携を強化するとともに、必要に応じて国等に対し国等の施

策の充実及び改善を要請すること。 

 （中小企業者の努力） 

第６条 中小企業者は、自らが地域社会の基盤を形成していることを認識し、

地域における雇用の促進、雇用環境の整備及び人材の育成に努めるとともに、

地域経済の活性化及び地域社会への貢献に努めるものとする。 

（大企業者の努力） 

第７条 大企業者は、中小企業と大企業が共に地域社会の発展のために重要な

役割を果たしていることを認識するとともに、中小企業者及び経済団体等と



連携し、地域経済の活性化及び地域社会への貢献に努めるものとする。 

 （経済団体等の努力） 

第８条 経済団体等は、中小企業者等の自主的な努力及び創意工夫を支援する

とともに、中小企業の振興のための施策を通じ、地域社会に貢献するよう努

めるものとする。 

（市民の理解と協力） 

第９条 市民は、中小企業の振興が地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄

与していることを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。 

 (委任) 

第１０条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

    

 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 


